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　甲板上 に ある前端及 び船側倉 口縁材で ある 旨規定

　した 。 また
， 腐食予備厚 を一

律 1，5mm と した。

（b） C 編 20，6．2及び 要領 C20 ．6．2

［倉 口 縁材 の 荷 重条件 1

　　No ．1倉冂 蓋 の 前端縁材は 290（kV ／M2 ）
t
，そ れ 以

　外 は220 （々N 加 りで ある 旨規定した。

　　　
t

：適 切 な船首楼が備 え付けられ て い る 場合 に

　　は，青波水平打 ち込み 荷重 を減 じ る 効果が 期待

　　で きる こ とか ら，鋼船規則 C 編 18．4に従 う船首

　　楼 （URS28 に従う船首楼）が 備 え付け られ て い

　　る場 合 は，220（leNfm2）と し て 差 し支 え ない 旨規

　　定 した 。

（c） C編 20．6．3［強度 基準］

　（1） 倉 口 縁 材 の 板 部材 の ネ ッ ト板厚 に 関する 算式

　　　を （1）に 規定 した 。 た だ し，最小値 は 9．5mm

　 　 　 と した。

　（ii）倉 口 縁 材 付 の 二 次 防撓材 の 断面 係数 に 関す る

　　 算式 を （2）に 規定 した 。

　（iii）倉口縁材 ス テ イ の 板厚及 び 断面係数 に 関す る

　　 算式 を （3）（a）に規 定 した。た だ し，こ の 算式

　　　　　は片持梁構造 に
一
様分布荷 重 が作用 した と き

　　　　　の 剪断力及び 曲げ モ ー
メ ン トを考慮 して 定め

　　　　　られ て い る た め，片持梁構造 で は な い ス テ イ

　　　　　につ い て は算式が 適用 で きな い た め，そ の よ

　　　　　うな場 合 の 取 り扱 い と して，具体 的 な評価手

　　　　 法 は規定 せ ず，（1）に規定す る荷重 が ス テ イ に

　　　　 作用 した と きの 発 生 応力が 規 則 C 編表C20 ．8

　　　　　の 許 容値 を超 え な い よ う寸法 を 定 め る 旨

　　　　　（3）（c）に規定 した。

（3）　鋼船規則C 編20，7及 び同検査要領 C20．7

　　［移動 防止装 置 ］

　　UR 　S21（Rev．3）で は ，倉 ［蓋の 締付装 置 につ い て も規

　定され たが，これ は IACS　Recommendation　No．14の 規

　定 を準用 し て お り，すで に NK 鋼船規 則 検査 要 領 C20

　に 規定済で あ る た め 今般 の 改正で は移動防止装 置 につ

　い て の み新 た に 規定 した。当該装置の 目的 は，青波打

　ち込み 荷 重 に よ り鋼製風 雨密倉 凵蓋そ の もの が脱落す

　る こ と を防ぐこ とで あ る。また ，強度要件 と して 規則

　C 編表 C20．10 に 設計圧力及 び許容等価応力を定 め 当該

　装置 は こ れ を満足 し なけれ ば な ら な い 旨規定 した 。

　　　　　18． 鋼船規則 C 編 に おける改正点の 解説

（ば ら積貨物船 ， 鉱石運搬船及び兼用船に設置 される船首楼）

1．は じめに

　2003年8月27日付規則第26号 （日本籍船舶用）及 び同日

付 Rule　No．30 （外国 籍 船 舶 用）に よ り，鋼 船 規 則 C 編 が
一

部改正 され た 。以 下，改 正 され た規 則 につ い て 解 説す る。

2．改正 の 背景

　2002年 3月以 来IACS に て 検討 され た 8項目に お よぶ ば ら

積貨物船 に対 す る安全 強化対策の 実施の うち，船首楼設置

の 強制 化 に 関 す る URS28 に つ い て の 改 正 案 で あ る 。

Derbyshire号事故の 詳細 調査の 結果，船首隔壁 よ り前方の

船首部区画 に浸水 した 場合の 対策 と して，船 首 部予備 浮 力

に 冗長性 を持 た せ るべ きで ある と結論付けられた。こ れ に

よ り，2005年 1月1 日発効 の 改正 Load　Line条約第 39規 則 に

新 た に船 首部予備浮力 に 関す る規定が 追加 され た 。 IMO の

議論 で は，
．1一分 な予備浮力 を有する の で あ れ ば，そ の 手段

は 船 首 楼 で もSheerで もか ま わ ない と い う規 定で あ る が，

IACS で は 船首楼設 置 に よ っ て もた らさ れ る以 下 の 3つ の 利

点 を理由に 船首楼設置を強制化する こ と と し，2003年 5月

に URS28 を制定 し た。よ っ て ，こ れ を鋼船規 則 に取 り入 れ

た。

　　　
・
船首部予備浮力を確保

・青波 打 ち込 み に よ る水 平荷 重 を低 滅

・青波打 ち込み か ら船員 を保護

3 ．改正 の 内容

　鋼 船 規 則 C編 18，1．1−1．を改め，ば ら積貨物船，鉱 行運 搬

船及 び兼用 船 に対 して 船首楼設 置 を強 制化した。ま たそ の

設 置 要 件 に つ い て は ，同 18．4 と して 新 た に 1節 を 加 え た。

内容 は 以下 の とお り。

　（1） 規則C 編 18．4（1）及 び（2）

　　　　船 首部の 予備浮力 を確保す る た め ，船首楼は 閉 囲

　　　され た もの と し，その 後端壁は 最前端貨物倉の 前端

　　　隔壁 直上 又 はそ れ よ り後方 に位置する よ う規定 した 。

　（2）　　規貝叮C 編 18．4（3）

　　　　最 前 端 貨物 倉の 倉口 蓋 の 締付 装 置 に打 ち 込 む 青波

　　　荷重を低減する た め，船首楼 の 高 さは 最 前端貨物倉

　　　の 倉 rl縁材上 端 よ り0．5m 以上高 い 位置 とす る よ う規

　　　定 した。な お ，こ の 規定は こ れ まで の 設計 及 び 配 置

　　　例 を もと に経験的な見地か ら定 め られ た もの で ある 。

　　　また，国際 満載喫水線条約 に 規定 され る船楼 の 標準

　 　 　高 さ以上 とす る よ う明 記 した。

　（3）　　規 貝叮C 編 18．4（4）

　　　　最前端貨物倉 の 前端倉 口縁材 と船首楼後端 との 間
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　　隔が ある
一

定廿巨離以内で あれ ば，船首楼甲板上 に乗 り

　　上 げ た青 波 が 直接 当該 倉口縁 材 に打 ち込 む こ と を防 止

　　で き，最 前端貨 物倉の 前端倉口縁材及び 締付装 置 に

　　打 ち 込 む 青 波 荷 重 が 減 少 す る と考 え，当該 距 離 が

　　5
、麻

＝ H 〔 以 下 で あ れ ば，規 則 C編 20．6，2（1）及 び

　　表C20．10に 規 定 す る 荷重 を 減 じて も良い 旨規 定し

　　た。こ の 算式 は，船首楼 甲板 ヒを横走 りす る育波の

　　速 度 が 11．Oknot以 卜
．
，船 首 楼 高 さが 倉 口縁 材 上 端 よ

　　りO．5m 以 上 あ る と い う条件 の もと に定 め ら れ て い

　 　る。

（4）　 規 貝［JC編 18，4（5）

　　　船首楼甲板 上 に ウ ォ ーターブ レーカ が 設 置 さ れ て

い る 場合，そ の 設置位置及び 高 さ に よ っ て は，最前

端貨物倉の 倉 凵蓋 に 作用する 青波荷重が 増加する こ

と もあ る た め （ウ ォ
ー

タ
ー

ブ レ
ー

カ に 打ち 付け られ

た波が そ れ を飛 び越えて 倉ロ 蓋 に F．か ら打ちイ・」け る

こ と が ある た め ），倉口 蓋及 び倉 冂縁材の 荷重 を低減

す る 効果 は 期待で きない と考 え
，

そ れ らの 保護 を 目

的と して の 設置は認め られ ない 旨規定 した 。 た だ し，

ウ ィ ン ドラ ス 等 の 船首楼 甲板上 の 機器や 倉 口 蓋 上 に

高く積 む コ ン テ ナ等 を保護す る 目的で の 設置は認め

られ （倉 口蓋 の 荷重増加 の 恐 れが ない 場合 に 限 る ），

そ の 場 合 は ，最 前端貨物倉 の 倉 ［蓋 に 作用す る 青波

荷重が 増加 し ない よ う配買要件 を規定 した 。

19． 鋼船規則 C 編及び CS 編並び に関連検査要領 にお ける

　　　　　　　　　　　 改正 点の解 説

　　　　　　　　　　 （鋼材の 使用区分 ）

1．は じめに

　2003 年8月 27 日付 規 則 第 26号及 び 達 第 34号 〔日本 籍船

舶 用 ）並 び に同年6月 25日付 Rule　No，15及 びNotice　No．22

（外 国 籍 船 舶 用 ） に よ り，鋼 船 規 則 C編 及 び CS 編並 び に関

連検査要領が
一

部改正 され た 。 以 下，改正 され た 規則及 び

検査要 領 につ い て解 説 する。

2 ．改正 の 背景

　鋼材 の 使用区分 に つ い て は，IACS 　UR 　S6 に 基 づ き鋼船規

則 に 規定 され て い る が，現行規則 で は，当 該使用 区分 を示

す表の 備考の 解釈及び適用等に 関 して ，　 部 不明確 な表現

とな っ て い た 。 今般，当 該部分 の 改 止 が IACS に て 行わ れ た

（UR 　S6／Rev．3） ため，こ れ を参 考 に関 連 規 則 の 改正 を行 っ

た。

3 ．改正 の 内容

（1） 縦通隔壁 に 関 し，強力甲板 に 隣接す る
・
条 とそ の 他

　 　 の 条板 とに 分 け て 適 用 した。

（2）　ビ ル ジ外板 で D 級鋼以 上 を要求 され る箇所 を，L1が

（3）

（4）

（5）

250m 以 ．ヒの 船舶の 中央部 O．4L間の 箇所 に 1垠定 した 。

強力 甲 板の 倉n 隅 部 に 関 し，こ れ ま で 　「大 きい 倉

口 」 と規定 して い た用 諳 の 意 味 を明確 に し，コ ン テ

ナ船 の よ うな倉 11配置の 船舶 とば ら積貨物船／鉱 石

運搬船 の よ うな倉 口 配置の 船舶 とで 鋼 材の 使用 区 分

の 規定 を区別 して 適 用 した 。 検査 要 領 で ，「コ ン テ

ナ 船及び 同様 な倉口 配置の 船舶 とは，船 の 中 央部 に

お ける 倉 口 の 幅が 0．7B を超 え る船 舶 と規 定 し た。

「ば ら積貨物船，鉱 石 運 搬 船 ，兼 用 船 及 び 同様 な倉

Il配 置の 船 舶 」 に は，損 傷 実 績 及 び 建 造実 績 を調 査

し，
一

般 貨物船及 び冷凍運搬船 の ようなの 倉 口配置

の 船 舶 を含 む こ と と した、，「上 記以 外巾央部0．4ム問」

に は，コ ン テ ナ船等 の
， 船側1；禺部以 外の 隅部 が含 ま

れ る。

損傷実績 を 考慮 し， ．brL 以 上 連 続す る縦 通 倉 口 縁

材及 びそ の 端部肘板及 び 甲板室 との 取 り合 い 部 に対

して 鋼材 の 使用 区 分 の 要 求 を規 定 した。

縦 通 隔壁 に 隣 接する 強力甲板 の うち，二 重船殻部の

縦 通 隔壁 に 1舞接する 強力甲板 の
一

条の 鋼材の 使用 区

分 に つ い て は
， 梁 ヒ側板 の 条 と異 な る場合 は，当

該条板 は，通常の 強力甲板 と して 適 用 して 差 し支 え

な い と し た 。
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